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○北杜市障がい者スポーツ指導員養成助成金交付要綱 

令和４年３月３０日 

告示第４６号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、障がい者スポーツを指導する人材の育成及び確保を目的とし

て、障がい者スポーツ指導員の養成に要する経費に対し、予算の範囲内において、

北杜市補助金等交付規則（平成１６年北杜市規則第５１号）及びこの告示に基づ

き助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（助成対象者） 

第２条 助成金の交付を受けることのできる者（以下「助成対象者」という。）は、

障がい者スポーツ指導員として活動する者であって、本市が備える住民基本台帳

に記録されているものとする。 

（助成対象経費） 

第３条 助成金の対象となる経費は、山梨県障がい者スポーツ指導員養成講習会（以

下「講習会」という。）で使用するテキストの購入費（自己負担額に限る。）と

する。 

（助成金の額） 

第４条 助成金の額は、助成対象経費の１０分の１０以内の額として、予算の範囲

内で市長が定めた額とする。 

２ 助成金の交付については、同一助成対象者１人につき１回限りとする。 

（助成金の交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする助成対象者（以下「申請者」という。）は、

北杜市障がい者スポーツ指導員養成助成金交付申請書（様式第１号）に、テキス

トの購入に係る領収書を添えて、当該領収書の領収日から１年以内に、市長に提

出しなければならない。 

（助成金の交付決定等） 

第６条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかに関係書

類を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、北杜市障がい者スポーツ

指導員養成助成金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものと
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するとともに、助成金を交付するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する通知に、必要な条件を付すことができる。 

（助成金の返還） 

第７条 申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成

金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により助成金の交付を取り消し、又はその額を減額した場

合で既に助成金の全部又は一部が交付されているときは、期限を定めて、その返

還を命ずるものとする。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

（有効期限） 

２ この告示は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この告示に

基づき交付決定された助成金については、この告示は、この告示の失効後も、な

おその効力を有する。 
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